
① ボランティア講座受講（4回予定／年） 

（4月 23日開催，24名参加し 13名登録）  

② ボランティア活動保険に加入 

③ ボランティア登録申請 

④ 受入施設へボランティアの申込 

⑤ ボランティア活動の実施 

⑥ 活動スタンプを押印してもらう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守谷市介護支援ボランティアポイント制度について 

 

１ 守谷市介護支援ボランティアポイント制度の目的 

 高齢者の『社会参加』を促し，自発的な「介護予防」につなげます。 

 

２ 制度概要 

〇 対象者 ：守谷市内に在住の 65 歳以上の方 

（守谷市の介護保険第 1 号被保険者） 

〇 受入施設：守谷市内の介護保険施設 13 施設 (平成 31年 4月 23日現在） 

 ※今後，受入施設を増やしていく予定です。 

〇 活動内容：運動教室の補助，草花の手入れ，草取り，シーツ交換等 

         

【ポイント制度の流れ】 

⑦ 貯めたポイントの交

換申請 

＊市介護福祉課窓口で 

申請（1回／年） 

＊１スタンプ＝ 

１ポイント（100円） 

＊ 1年度 5,000円上限 

 

Ａ 指定口座へ振込 

Ｂ 善意銀行へ寄付 

 ※市で取りまとめて社会福

祉協議会へ振込 

 

 

 

 

【ポイント制度の開始時期】 

令和元年 5月 15日（水） 

 

ポイント 

手帳→ 
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